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愛知県私立高等学校等授業料軽減補助金（家計急変世帯への支援）交付要綱 
 

（通 則） 

第１条 愛知県私立高等学校等授業料軽減補助金（家計急変世帯への支援）（以下「補助金」という。）は、保護者等

（高等学校等就学支援金の支給に関する法律（以下「法律」という。）第３条第２項第３号に規定する「保護者等」

をいう。以下同じ。）の失職、倒産等の家計急変及び第３条第１項第２号に規定するり災に起因する事情による経済

的理由から授業料の納付が困難となった生徒（以下「授業料の納付が困難な生徒」という。）の修学に係る経済的負

担の軽減を図るため、私立学校振興助成法（昭和50年法律第61号）に基づき、設置者が授業料の納付が困難な生徒

の授業料を減免する事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において、設置者に交付するものとし、その交

付に関しては、文部科学省が定める高等学校等就学支援金交付金交付要綱、高等学校就学支援金事務処理要領及び

愛知県補助金等交付規則（昭和55年愛知県規則第８号。以下｢規則｣という。）に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによるものとする。 

 （補助の対象となる事業） 

第２条 前条に規定する事業は、愛知県内に私立の高等学校、中等教育学校後期課程、及び専修学校高等課程（以下

「高等学校等」という。）を設置している設置者が、当該高等学校等に在学している授業料の納付が困難な生徒の保

護者等に対して、授業料を減免する事業とする。 

 （対象生徒の要件） 

第３条 授業料減免の対象となる授業料の納付が困難な生徒（以下「対象生徒」という。）は、次の各号のいずれかに

該当するものとする。 

(1) 対象生徒の保護者等が愛知県内に住所を有し、保護者等が長期療養、り災、転退職その他特別な事情により、

授業料の負担が困難となった者で、所得基準が別表１のいずれかに該当する者。ただし、法律第９条に該当し、

支払の一時差止めとなった者を除く。 

(2) 対象生徒の保護者等が、災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された愛知県内の市町村又は当該市町村

の周辺の愛知県内の市町村に災害発生時に住所を有し、家屋の全壊、流失、半壊又は床上浸水の災害を受けたこ

とにより、授業料の負担が困難と認められる者。ただし、対象生徒に該当するのは、災害が発生した当年中に限

る。 

２  保護者等が、転勤等により県外に住所を移している場合で、生徒及び生徒と生活を共にする者の生活の本拠が

県内にあるときは、第１項第１号の規定の適用に当たっては、当該保護者等が県内に住所を有しているものとみ

なす。 

３  設置者は、第１項第１号に該当する者には、知事の認定を受けて、特別な事情の生じた日が月の初日の場合は

当月から、初日以外の場合は翌月から、各所得基準の区分に該当させることができる。 

（補助の対象となる事業の特例） 

（補助金の算定基準及び補助率） 

第４条 対象生徒に係る補助金の算定基準は、次のとおりとする。 

(1) 対象生徒１人について、当該高等学校等における授業料月額又は別表１に定める所得基準に応じて別表２に定

める月額のいずれか少ない額（法律第４条で定める就学支援金の受給資格の認定を受けた者は、法律第５条で定

める就学支援金の額（以下「就学支援金等の額」という。）を除く。）に授業料軽減を受ける月数を乗じた額とし、

補助率は定額とする。 

(2) 前号の規定にかかわらず、第３条第１項第２号に規定する対象生徒に係る補助金の算定基準は、対象生徒１人

について、次に定める額に授業料軽減を受ける月数を乗じた額とし、補助率は定額とする。 

   ア 愛知県が実施する授業料軽減事業の対象者 

当該高等学校等における授業料月額と愛知県の実施する授業料軽減事業における１か月当たりの授業料軽減

額及び１か月当たりの就学支援金の額との差額又は別表３に定める軽減月額のいずれか少ない額 

   イ  上記以外の対象者 

     当該高等学校等における授業料月額と１か月当たりの就学支援金の額との差額又は別表３に定める軽減月額
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のいずれか少ない額 

２ 前項第２号に規定する授業料軽減を受ける月数は、り災日の属する月の翌月から、翌年の３月までを限度とす

る。  

（対象生徒の要件の確認） 

第５条 補助金の交付を受けようとする設置者は、第３条に定める対象生徒の要件を確認するため、必要な書類を提

出させ、これを十分審査しなければならない。 

（申請手続） 

第６条 規則第３条に規定する申請書及び添付書類は、次の各号に掲げるものとし、その提出部数は各１部とする。

ただし、第４号、第５号及び第６号に掲げる書類については、既に知事に提出されている場合はこれを省略するこ

とができる。 

(1) 愛知県私立高等学校等授業料軽減補助金（家計急変世帯への支援）交付申請書（様式第１号） 

(2) 補助を必要とする理由書（様式第２号） 

(3) 授業料軽減補助事業計画書（様式第３号） 

(4) 補助金の交付を受ける年度（以下「当年度」という。）及び前年度の収支予算書 

(5) 前年度の収支計算書 

(6) 前年度末の貸借対照表及びそれに付属する明細表 

２ 前項の規定による申請書の提出期日は別に定める。 

 （申請の取下げ） 

第７条 規則第７条に規定する申請の取下げ期日は、交付決定を受けた日から15日以内とし、その旨を記載した書面

を知事に提出しなければならない。 

 （補助事業の実施期間） 

第８条 補助金の交付の決定に係る事業（以下「補助事業」という。）の実施期間は、当年度中（４月１日から翌年３

月31日まで）とする。 

 （計画変更の承認） 

第９条 補助事業を行う設置者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内容を変更しようとする場合はあらか

じめ変更交付申請書（様式第４号）により知事の承認を受けなければならない。ただし、交付決定を受けた補助金

の額に変更をきたさない場合における次の各号に定める変更についてはこの限りでない。 

(1) 補助目的達成のための弾力的運用に伴う事業内容の変更 

(2) 補助目的を損わない事業計画の細部の変更 

２ 知事は、前項の承認をする場合において必要に応じ、交付決定の内容を変更し、又は条件を付することがある。 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、知事の承認を受けなければなら

ない。 

 （補助事業の実施方法） 

第11条 補助事業者は、補助事業計画に基づき、対象生徒に対し、補助額に達するまで納付すべき授業料を減免しな

ければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、既に納入されている授業料の還付によることができる。 

２ 補助事業者は、対象生徒に対し授業料を軽減したときは授業料負担者から、これを証する書類（以下「減免証

書」という。）を徴するものとする。ただし、前項ただし書きの規定により、既に納入されている授業料を口座振替

により還付したときは、軽減証書を略することができる。 

 （事業遅延の報告） 

第12条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合はその理由、又は補助事

業の遂行が困難となった場合はその理由及び遂行状況を記載した書類１部を知事に提出して、その指示を受けなけ

ればならない。 

（実績報告） 

第13条 規則第13条に規定する実績報告書及び添付書類は、次の各号に掲げるものとし、提出部数は各１部とする。 

(1) 愛知県私立高等学校等授業料軽減補助金（家計急変世帯への支援）実績報告書（様式第５号） 
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(2) 補助金精算書（様式第６号） 

(3) 授業料軽減補助事業実績書（様式第７号） 

(4) 補助事業に係る収支計算書（様式第８号） 

２ 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。）した日か

ら起算して20日を経過した日、又は翌年度の４月10日のいずれか早い日とする。 

 （補助金の交付及び精算） 

第14条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一

部を概算払又は前金払により交付することがある。 

２ 前項ただし書きの規定により、補助金の全額を概算払で受領した補助事業者は、補助事業の完了した日から起算

して20日を経過した日又は翌年度の４月10日のいずれか早い日までに概算払精算書（様式第９号）を知事に提出し

なければならない。 

 （交付決定の取消し） 

第15条 知事は、規則第16条に規定するもののほか、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の

決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

(1) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められるとき 

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止したとき 

 （実施細則） 

第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

  附  則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

附  則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
附  則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、平成３１年３月１２日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附  則 

１ この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

２ 平成２８年度から令和元年度に私立高等学校等に入学した者に関する当該各年度の授業料軽減事業に係

る減免額については、別表２に関わらず次の表のとおりとする。 

 

 

区     分 

減 免 額 （月 額） 

高等学校 

（全日制・定時制） 
専修学校高等課程 

所得基準の区分 甲 ３３，２００円 
３３，０００円 

（４，３００円） 
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所得基準の区分 乙  １６，６００円 
１５，６００円 

（２，１００円） 

※専修学校高等課程の下段は、通信制高校併修者に対する併修分の補助額 

 

３ 第５条第１項第２号に掲げる者のうち、平成２８年度から令和元年度に私立高等学校等に入学した者に関す

る当該各年度の授業料軽減事業に係る保護者の所得基準については、別表３にかかわらず、次の表のとおりとする。 
 
（高等学校） 

被害の状況 対象者の区分 授業料軽減に 

おける対象区分 

軽減月額（円） 

全壊、流失又は 

１週間以上の 

床上浸水 

要綱第５条第１項第
２号アに掲げる者 乙（１６，６００） １６，６００ 

要綱第５条第１項第
２号ウに掲げる者 

 １６，６００ 

半壊、一部流失 

又は１週間未満の床

上浸水 

要綱第５条第１項第
２号アに掲げる者 乙（１６，６００） ８，３００ 

要綱第５条第１項第
２号ウに掲げる者 

 ８，３００ 

 

（専修学校高等課程） 
被害の状況 対象者の区分 授業料軽減に 

おける対象区分 

軽減月額（円） 

全壊、流失又は 

１週間以上の 

床上浸水 

要綱第５条第１項第
２号アに掲げる者 

乙（１５，６００） 

（２，１００） 

１７，４００ 

（２，２００） 

要綱第５条第１項第
２号ウに掲げる者 

 １６，５００ 

半壊、一部流失 

又は１週間未満の床

上浸水 

要綱第５条第１項第
２号アに掲げる者 

乙（１５，６００） 

（２，１００） 

８，７００ 

（１，１００） 

要綱第５条第１項第
２号ウに掲げる者 

 ８，２５０ 

   ※専修学校高等課程の下段は、通信制高校併修者に対する併修分の補助額 

 

４ 第５条第１項第２号に掲げる者のうち、平成２８年度から令和元年度に私立高等学校等に入学した者に関する

当該各年度の授業料軽減事業に係る保護者の所得基準については、別表４にかかわらず、次の表のとおりとする。 
 

(中等教育学校（後期課程）) 

被害の状況 軽減月額（円） 

全壊、流失又は１週間

以上の床上浸水 
１６，６００ 

半壊、一部流失又は１

週間未満の床上浸水 
８，３００ 
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附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

２ 令和２年度に私立高等学校等（通信制を除く）に入学した者に関する授業料軽減事業に係る減免額につい

ては、別表第２にかかわらず、次の表のとおりとする。 

 

区     分 

減免額（月額） 

高等学校（全日制･定時制） 

及び中等教育学校後期課程 
専修学校高等課程 

別表１の所得基準の区分 

「甲」 
３４，４００ 

３３，０００ 

（４，３００） 

別表１の所得基準の区分 

「乙」 
１７，２００ 

１５，９００ 

（２，１００） 

  ※専修学校高等課程の下段は、通信制高校併修者に対する併修分の補助額 

  ※中等教育学校後期課程においては、「入学した者」を「進級した者」と読み替えるものとする。 

 

３ 第５条第１項第２号に掲げる者のうち、令和２年度に私立高等学校等に入学した者に関する当該各年度の授

業料軽減事業に係る保護者の所得基準については、別表３にかかわらず、次の表のとおりとする。 
 
（高等学校（通信制を除く）、中等教育学校後期課程） 

被害の状況 対象者の区分 授業料軽減に 

おける対象区分 

軽減月額（円） 

全壊、流失又は 

１週間以上の 

床上浸水 

要綱第５条第１項第
２号アに掲げる者 乙（１７,２００） １７,２００ 

要綱第５条第１項第
２号イに掲げる者 

 １７,２００ 

半壊、一部流失 

又は１週間未満の床

上浸水 

要綱第５条第１項第
２号アに掲げる者 乙（１７,２００） ８，６００ 

要綱第５条第１項第
２号イに掲げる者 

 ８，６００ 

 

（専修学校高等課程） 
被害の状況 対象者の区分 授業料軽減に 

おける対象区分 

軽減月額（円） 

全壊、流失又は 

１週間以上の 

床上浸水 

要綱第５条第１項第
２号アに掲げる者 

乙（１５，９００） 

（２，１００） 

１７，１００ 

（２，２００） 

要綱第５条第１項第
２号イに掲げる者 

 １６，５００ 

半壊、一部流失 

又は１週間未満の床

要綱第５条第１項第
２号アに掲げる者 

乙（１５，６００） 

（２，１００） 

８，５５０ 

（１，１００） 
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上浸水 
要綱第５条第１項第
２号イに掲げる者 

 ８，２５０ 

   ※専修学校高等課程の下段は、通信制高校併修者に対する併修分の補助額 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の規定は、令和４年７月分以降の月分の支給について適用し、同年６月分以前の

月分の支給については、なお従前の例による。 
 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和３年度から令和４年度に私立高等学校等に入学した者に関する授業料軽減事業に係る減免額に

ついては、別表２にかかわらず、次の表のとおりとする。 

 

１定額授業料の場合 

区     分 

減免額（月額） 

高等学校(全日制･定時制) 

及び中等教育学校後期課程 

高等学校 

（通信制） 

専修学校 

高等課程 

別表１の所得基準の区分 

「甲」 
３５，２００ １９，０００ 

３３，０００ 

（４，３００） 

別表１の所得基準の区分 

「乙」 
１７，６００ ９，９００ 

１６，２００ 

（２，１００） 

※専修学校高等課程の下段は、通信制高校併修者に対する併修分の補助額 

※中等教育学校後期課程においては、「入学した者」を「進級した者」と読み替えるものとする。 

 

３ 第４条第１項第２号に掲げる者のうち、令和３年度から令和４年度に入学した者に関する当該各年

度の授業料軽減事業に係る保護者の所得基準については、別表３にかかわらず、次の表のとおりと

する。 

(高等学校（通信制を除く）、中等教育学校後期課程) 

被害の状況 対象者の区分 授業料軽減に 

おける対象区分 

軽減月額（円） 

全壊、流失又は 

１週間以上の 

床上浸水 

要綱第４条第１項第２

号アに掲げる者 
乙（１７，６００） 

１７，６００ 

要綱第４条第１項第２

号イに掲げる者 

 １７，６００ 

半壊、一部流失 

又は１週間未満の床

上浸水 

要綱第４条第１項第２

号アに掲げる者 
乙（１７，６００） 

８，８００ 

要綱第４条第１項第２

号イに掲げる者 

 ８，８００ 
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(専修学校高等課程) 

被害の状況 対象者の区分 授業料軽減に 

おける対象区分 

軽減月額（円） 

全壊、流失又は 

１週間以上の 

床上浸水 

要綱第４条第１項第
２号アに掲げる者 

乙（１６,２００） 

（２，１００） 

１６,８００ 

（２，２００） 

要綱第４条第１項第
２号イに掲げる者 

 １６，５００ 

半壊、一部流失 

又は１週間未満の床

上浸水 

要綱第４条第１項第
２号アに掲げる者 

乙（１６,２００） 

（２，１００） 

８，４００ 

（１,１００） 

要綱第４条第１項第
２号イに掲げる者 

 ８，２５０ 

※専修学校高等課程の下段は、通信制高校併修者に対する併修分の補助額 

 

 

 

別 表 １ 

区分 所   得   基   準 

甲 

課税所得額（課税標準額）に100分の６を乗じた額から、市町村民税の調整控除額

（政令指定都市は当該額の４分の３を乗じた額）を控除した額（以下、「算定基準

額」という。）が212,700円未満の世帯 

乙 算定基準額が270,300円未満の世帯 

  ただし、対象生徒が補助金対象となる月の属する年度（当該月が４月から６月までの月であるとき 

は、その前年度。以下「補助金対象年度」という）の前年度の12月31日において保護者等の地方 

税法第292条第1項第９号に規定する扶養親族である場合において、当該対象生徒が補助金支給年 

度の前年度の１月１日から３月31日までの間に16歳に達した者であるときは、課税所得額（課税 

標準額）から33万円を控除する。 

 

別 表 ２ 

１ 定額授業料の場合 

区     分 

減免額（月額） 

高等学校(全日制･定時制) 

及び中等教育学校後期課程 

高等学校 

（通信制） 

専修学校 

高等課程 

別表１の所得基準の区分 

「甲」 
３５，７００ １９，０００ 

３３，６００ 

（４，３００） 

別表１の所得基準の区分 

「乙」 
１７，９００ ９，９００ 

１６，８００ 

（２，１００） 

   ※専修学校高等課程の下段は、通信制高校併修者に対する併修分の補助額 

※中等教育学校後期課程においては、「入学した者」を「進級した者」と読み替えるものとする。 

 

２ 単位制授業料の場合 

区     分 
１単位当たりの減免額（円） 

高等学校（通信制） 

別表１の所得基準の区分 

「甲」 
９，２４０ 
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別表１の所得基準の区分 

「乙」 
４，８１２ 

 ただし、年間の補助対象単位数は 30 単位を上限とし、授業料額がそれぞれの区分の補助額を下回る場合

は、授業料を限度として補助する。  

 

別 表 ３ 

 (高等学校（通信制を除く）、中等教育学校後期課程) 

被害の状況 対象者の区分 授業料軽減に 

おける対象区分 

軽減月額（円） 

全壊、流失又は 

１週間以上の 

床上浸水 

要綱第４条第１項第２

号アに掲げる者 
乙（１７，９００） 

１７，８００ 

要綱第４条第１項第２

号イに掲げる者 

 １７，８５０ 

半壊、一部流失 

又は１週間未満の床

上浸水 

要綱第４条第１項第２

号アに掲げる者 
乙（１７，９００） 

８，９００ 

要綱第４条第１項第２

号イに掲げる者 

 ８，９３０ 

 

(高等学校（通信制）、定額授業料) 

被害の状況 対象者の区分 授業料軽減に 

おける対象区分 

軽減月額（円） 

全壊、流失又は 

１週間以上の 

床上浸水 

要綱第４条第１項第２

号アに掲げる者 

乙（９，９００） ９，１００ 

要綱第４条第１項第２

号イに掲げる者 

 ９，５００ 

半壊、一部流失 

又は１週間未満の床上

浸水 

要綱第４条第１項第２

号アに掲げる者 

乙（９，９００） 

 

４，５５０ 

要綱第４条第１項第２

号イに掲げる者 

 ４，７５０ 

 

 (高等学校（通信制）、単位制授業料) 

被害の状況 対象者の区分 授業料軽減に 

おける対象区分 

軽減月額（円） 

全壊、流失又は 

１週間以上の 

床上浸水 

要綱第４条第１項第２

号アに掲げる者 

乙（４，８１２） ４，４２８ 

 

要綱第４条第１項第２

号イに掲げる者 

 ４，６２０ 

半壊、一部流失 

又は１週間未満の床上

浸水 

要綱第４条第１項第２

号アに掲げる者 

乙（４，８１２） 

 

２，２０８ 

 

要綱第４条第１項第２

号イに掲げる者 

 ２，３０４ 
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(専修学校高等課程) 

被害の状況 対象者の区分 授業料軽減に 

おける対象区分 

軽減月額（円） 

全壊、流失又は 

１週間以上の 

床上浸水 

要綱第４条第１項第
２号アに掲げる者 

乙（１６,８００） 

（２，１００） 

１６，８００ 

（２，２００） 

要綱第４条第１項第
２号イに掲げる者 

 １６，８００ 

半壊、一部流失 

又は１週間未満の床

上浸水 

要綱第４条第１項第
２号アに掲げる者 

乙（１６,８００） 

（２，１００） 

８，４００ 

（１,１００） 

要綱第４条第１項第
２号イに掲げる者 

 ８，４００ 

※専修学校高等課程の下段は、通信制高校併修者に対する併修分の補助額 
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参考１ 私立高等学校等授業料軽減補助金（家計急変世帯への支援）に係る対

象生徒の要件及び審査書類 

 

区 分 特別事情の審査基準 審査の対象となる提出書類 備考 

第３条 

第１項 

第１号 

(1)長期療養 

保護者等がにわたり休職を伴

う入院又は通院等（ただし、精

神疾患の場合はおおむね６月以

上の入院又は通院）を要する疾

病のため、収入減になると認め

られる場合 

(ｱ) 疾病の原因、程度等を証する書

類 

医師の診断書の写し 

(ｲ) 現在の収入状況を証する書類 

現在勤務している会社の休職証

明書又は本人による休職（休業）

の証明書 

所 得 （ 課

税）証明書

等から現在

の収入を推

計し、著し

く収入減に

なると認め

られる場合

は、対象区

分を引き上

げて認定す

る。 

家 屋 に 半

焼・半壊以

上の程度の

被害があっ

た 場 合 に

は、対象区

分を１ラン

ク引き上げ

て 認 定 す

る。 

(2)り災 

火災、風水害、地震等により

家屋の全焼、全壊、流出等の被

害を受けたと認められる場合 

り災の原因、程度を証する書類 

り災証明書（市区町村又は消防署の

発行するもの） 

(3)転退職 

保護者等が当年中に転退職

し、前年の収入に比べ、収入減

になると認められる場合 

(ｱ) 転退職を証する書類 

  前雇用主の転退職を証する書

類、雇用保険受給資格者証、離職

票のいずれか 

(ｲ) 現在の収入状況を証する書類 

  現在勤務している会社の給与支

払証明書、民生委員又は本人によ

る無職の証明書又は雇用保険受給

資格者証 

(4)その他 

 (1)から(3)に準ずる程度の特

別の事情があり、授業料負担が

困難であると認められる場合 

(1)から(3)に準ずる書類 

第３条 

第１項 

第２号 

 
 
 
 
り災 

保護者等が、災害救助法（昭和

22年法律第118号）が適用され

た愛知県内の市町村又は当該市

町村の周辺の愛知県内の市町村

に災害発生時に住所を有し、家

屋の全壊、流失、半壊又は床上

浸水の災害を受けたことによ

り、授業料の負担が困難と認め

られる場合 

り災を証する書類  
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参考２ 転退職分に係る対象区分の認定について 

 

１. ７月に６月末退職の申請があった場合 

                 

 １月１日            ６月末 ７月             １２月末 

   

    

                 退職  申請 

 

 →１年分の収入を推計した上で、７月分から対象区分引き上げの認定の判断を行う。 

 

 

２. １０月に６月末退職の申請があった場合 

 

 １月１日            ６月末       １０月      １２月末 

    

 

                 退職         申請 

  

→１年分の収入を推計した上で、７月分から対象区分引き上げの認定の判断を行う。 

 

 

３. ７月に２月末退職の申請があった場合 

                 

 １月１日  ２月末           ７月             １２月末 

   

    

        退職            申請 

 

 →１年分の収入を推計した上で、４月分から対象区分引き上げの認定の判断を行う。 

 

 

４. ７月に２月末退職（４月再就職）の申請があった場合 

                 

 １月１日  ２月末    ４月      ７月             １２月末 

   

    

        退職    再就職      申請 

 

 →１年分の収入を推計した上で、４月分から対象区分引き上げの認定の判断を行う。 

 


